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特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

は
身
体
の
障
が
い
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ

て
働
け
な
い
方
▼
配
偶
者
が
法
令
に
よ
り

拘
禁
さ
れ
、
そ
の
扶
養
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
▼
婚
姻
に
よ
ら
ず
に
母
ま
た

は
父
と
な
り
、
現
に
結
婚
し
て
い
な
い
方

⑵
父
母
の
な
い
、
２０
歳
未
満
の
子

⑶
寡
婦
（
母
子
家
庭
の
母
で
あ
っ
た
方
で
、

現
在
も
⑴
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
）

⑷
離
婚
な
ど
で
配
偶
者
の
い
な
い
４０
歳
以

上
の
女
性
で
、
⑴
ま
た
は
⑶
以
外
の
方

⑸
⑴
お
よ
び
⑶
に
該
当
す
る
方
の
子
（
修

学
資
金
・
就
学
支
度
資
金
・
修
業
資
金
・

就
職
支
度
資
金
の
み
）

※
⑴
ま
た
は
⑶
の
方
が
連
帯
保
証
人
の
要

件
（
収
入
、
資
産
な
ど
）
を
満
た
し
て
い

る
場
合
に
限
り
ま
す
。

■
貸
付
の
申
請
、
決
定

　
子
育
て
支
援
課
で
受
け
付
け
後
、
埼
玉

県
東
部
中
央
福
祉
事
務
所
（
☎
０４８
・
７３７
・

２
３
５
９
）
で
調
査
・
審
査
し
て
決
定
し

ま
す
。

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
七な

な

つ
の
試し

練れ
ん

」

石い
し

田だ

衣い

良ら　
著

「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
銃じ

ゅ
う

」倉く
ら

知ち

淳じ
ゅ
ん　
著

「
明め

い

治じ

銀ぎ
ん

座ざ

異い

変へ
ん

」

滝た
き

沢ざ
わ

志し

郎ろ
う　
著

「
影か

げ

ぞ
恋こ

い

し
き
」

葉は

室む
ろ

麟り
ん　
著

「
愛あ

い

な
き
世せ

界か
い

」

三み

浦う
ら

し
を
ん　
著

■
児
童
書

「
き
の
こ
レ
ス
ト
ラ
ン
」

新し
ん

開か
い

孝た
か
し　
写
真
・
文

「
流り

ゅ
う

星せ
い

と
稲い

な

妻ず
ま

」

落お
ち

合あ
い

由ゆ

佳か　
著

「
オ
オ
イ
シ
さ
ん
」

北き
た

村む
ら

直な
お

子こ　
作

「
ど
ん
ぐ
り
む
ら
の
い
ち
ね
ん
か
ん
」

な
か
や
み
わ　
さ
く

「
お
し
ご
と
お
し
ご
と
な
に
に
す
る
？
」

な
と
り
ち
づ　
さ
く

■
１２
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
９
日
㈰
・
16
日
㈰　
午
前

11
時
～　
▼
一
般
向
け
＝
９
日
㈰
・
２3
日

㈷　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
９
日
㈰
・
２3
日
㈷　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
１２
月
、
年
末
年
始
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館　

３
日
㈪
・
1０
日
㈪
・
17
日
㈪
・
２5
日
㈫
・

２9
日
㈯
～
平
成
31
年
１
月
４
日
㈮

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日
、
２４
日
㉁
・
２9
日
㈯
～

平
成
31
年
１
月
３
日
㈭

草
加
市

国
際
ハ
ー
プ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル　
メ
ー
ン

コ
ン
サ
ー
ト　

腹
11
月
17
日
㈯　
午
後
３
時
～
、
1８
日
㈰　

午
後
２
時
～

複
草
加
市
文
化
会
館

淵
国
内
外
で
活
躍
す
る
一
流
ハ
ー
ピ
ス
ト

の
演
奏
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
と
ハ
ー
プ
の

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
、
市
民
団
体
の
演
奏

沸
一
般
１
０
０
０
円
、
学
生
５００
円
（
全
席

指
定
、
未
就
学
児
入
場
不
可
）

物
草
加
市
文
化
会
館
☎
９３１
・
９
３
２
５

越
谷
市

こ
し
が
や
産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
８

腹
1２
月
１
日
㈯
・
２
日
㈰　
午
前
1０
時
～

午
後
４
時
（
２
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

複
総
合
体
育
館
お
よ
び
そ
の
周
辺

淵
商
工
業
と
農
業
の
Ｐ
Ｒ
、
模
擬
店
、
こ

し
が
や
鴨
ネ
ギ
鍋
販
売
（
1２
月
２
日
の
み
、

数
に
限
り
あ
り
）
な
ど

沸
無
料

物
こ
し
が
や
産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
８
実

行
委
員
会
事
務
局
（
越
谷
商
工
会
議
所
）

☎
９６６
・
６
１
１
１三

郷
市

産
業
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
８

腹
11
月
17
日
㈯
・
1８
日
㈰　
午
前
1０
時
～

午
後
４
時
（
1８
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

複
市
役
所
南
側
市
民
広
場
・
勤
労
者
体
育

館
ほ
か

淵
▼
商
工
ま
つ
り
＝
工
業
物
産
展
、
各
種

無
料
相
談
会
、
即
売
会
、
お
楽
し
み
抽
選

会
、
ス
テ
ー
ジ
シ
ョ
ー
▼
農
業
祭
＝
地
元

野
菜
な
ど
の
品
評
会
・
即
売
会
、
三
郷
産

米
で
作
っ
た
「
爆
弾
あ
ら
れ
」
な
ど

物
商
工
ま
つ
り
＝
三
郷
市
商
工
会
☎
９５２
・

１
２
３
１
、
農
業
祭
＝
農
業
振
興
課
☎
９３０

・
７
７
２
２

松
伏
町

第
４５
回
松
伏
町
農
業
収
穫
祭

腹
11
月
２5
日
㈰　
午
前
1０
時
～
午
後
３
時

（
雨
天
決
行
）

複
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園

淵
品
評
会
に
出
品
さ
れ
た
野
菜
の
展
示
・

販
売
、
松
伏
町
推
奨
特
産
品
・
焼
き
そ
ば

な
ど
の
販
売
、
新
米
の
無
料
配
布
（
数
量

限
定
）
な
ど

物
松
伏
町
農
業
収
穫
祭
実
行
委
員
会
事
務

局
（
環
境
経
済
課
内
）
☎
９９１
・
１
８
５
３

吉
川
市

第
２３
回
吉
川
市
民
ま
つ
り

腹
11
月
1８
日
㈰　
午
前
９
時
４5
分
～
午
後

３
時

複
お
あ
し
す
、
永
田
公
園

淵
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド
、
吉
川
産
野
菜
・

特
産
品
の
直
売
、
模
擬
店
、
国
際
色
豊
か

な
料
理
の
屋
台
村
な
ど

物
市
民
ま
つ
り
運
営
委
員
会
事
務
局
（
市

民
参
加
推
進
課
）
☎
９８２
・
９
６
８
５

母
子
・
父
子
・
寡か

婦ふ 

福
祉
資
金
貸
付
制
度

　
母
子
家
庭
の
母
や
父
子
家
庭
の
父
、
ま

た
は
寡
婦
の
方
の
経
済
的
自
立
や
扶
養
し

て
い
る
お
子
さ
ん
の
福
祉
増
進
の
た
め
に
、

必
要
な
資
金
を
お
貸
し
す
る
制
度
で
す
。

■
貸
付
資
金
の
種
類　

　
就
学
支
度
、
修
学
、
修
業
、
就
職
支
度
、

技
能
習
得
、
医
療
介
護
、
生
活
、
転
宅
、

住
宅
、
事
業
開
始
、
事
業
継
続
、
結
婚

覆
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

⑴
母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父
子
家
庭
の
父

（
２０
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
）
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
配
偶
者
が
死
亡
、
ま
た
は
配
偶
者
と
離

婚
し
、
現
に
結
婚
し
て
い
な
い
方
▼
配
偶

者
の
生
死
が
不
明
、
ま
た
は
配
偶
者
か
ら

１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
方
▼
配
偶
者

が
外
国
に
お
り
、
そ
の
扶
養
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
▼
配
偶
者
が
精
神
ま
た

教
育
訓
練
・
高
等
職
業 

訓
練
促
進
給
付
金　
　

　
ひ
と
り
親
家
庭
を
対
象
に
、
就
業
促
進

の
た
め
の
給
付
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
教
育
訓
練
給
付
金　

　
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付

金
の
指
定
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
修
了

し
た
場
合
、
経
費
の
6０
パ
ー
セ
ン
ト
を
支

給
し
ま
す
。

■
高
等
職
業
訓
練
給
付
金　

　
看
護
師
な
ど
国
家
資
格
等
取
得
の
た
め
、

１
年
以
上
養
成
機
関
な
ど
で
修
業
す
る
場

合
に
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

覆
次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▼
市
内
在
住
の
方
▼
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
、
ま
た
は
同
等
所
得
水
準
の
方
▼
過
去

に
給
付
金
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
方
▼
資

格
取
得
が
就
業
の
た
め
に
必
要
な
方
▼
仕

事
ま
た
は
育
児
と
、
修
業
の
両
立
が
経
済

的
に
困
難
な
方
（
高
等
職
業
の
み
）

物
子
育
て
支
援
課
☎
焚
２
０
９

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

質問

　先日、夫が亡くなりました。私は、夫所有の建物に２人で同居し
ており、現在もその建物に居住しています。遺言はなく、遺産分割
も成立していませんが、疎

そ

遠
えん

にしていた相続人の1人から、「遺産を
1人で使用しているのだから建物を明け渡せ。明け渡さないならば
家賃を支払え」と言われています。このような請求には応じなけれ
ばならないのでしょうか。

回答

　相続開始後、遺産分割が成立するまでの間の遺産は各相続人の法
定相続分に従った共有になります。そのため、遺産建物に居住して
いる相続人に対し、共有持分を有する他の相続人から、遺産建物の
明け渡しや家賃の支払いを請求されることがあります。
　結論から言うと、ご質問の事案では、少なくとも遺産分割が成立
し、遺産建物の帰

き

属
ぞく

が明確になるまでは、遺産建物に居住し続けら
れるうえ、家賃も支払う必要はありません。
　なぜなら、最高裁判所の判例で、ご質問の事案と類似の事案にお
いて、原則として、被相続人と同居相続人の間で、相続開始後も遺
産分割により建物の所有関係が確定するまでは、同居相続人に対し
当該建物を無償で使用させる合意があったと推

すい

認
にん

される、と判断さ
れているからです。その結果、他の相続人は、遺産分割成立までは、
遺産建物を同居相続人に無償で使用させる義務を負います。
　もっとも、ご質問の事案とは異なり、例えば、遺言で遺産建物が
第三者に遺贈されている場合などには、たとえ同居配偶者であって
も遺産建物に居住する権利は有さず、同居配偶者は窮

きゅう

地
ち

に立たされ
る可能性があります。
　このような問題意識から、改正相続法では、配偶者短期居住権と
いう権利が創設されています（２０２０年7月13日までに施行）。改正法
では、最短でも相続開始後から6カ月間は、同居配偶者は遺産建物
に無償で居住することができるようになり、配偶者の保護が図られ
ています。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　松本（弁護士）

特定健診の受診期間は
11月30日まで！

物国保年金課☎焚８２５

配偶者の居住権

　今年度の特定健診の受診はお済みでしょうか。
　受診期間も残りわずかですので、まだ受診していない方
は、健康管理のために忘れず受けましょう。

　受診期間終了間際になると、予
約状況などにより受診できない場
合があります。
　時間に余裕をもって、受診して
ください。

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー
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